
備 一 第 1 9 号
（ 備 二 ）

令 和 ２ 年 ９ 月 2 4 日

各 所 属 長 殿
警 備 部 長

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第11

条第４項並びに同条第５項において準用する同条第１項及び第２項に基づく「対

象空港に係る対象施設周辺地域での安全確保措置の実施に関する協定」の締結等

について

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地

域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律（令和

２年法律第61号。以下「改正法」という。）による改正後の重要施設の周辺地域の上空

における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律（平成28年法律第９号。以下「法」と

いう。）第11条第４項の規定により、対象空港管理者が小型無人機又は特定航空用機器

（以下「小型無人機等」という。）の有無及びその所在を把握するために必要な巡視そ

の他の措置を実施する際の基本的事項並びに同条第５項において準用する同条第１項又

は第２項の規定により、対象空港管理者等が小型無人機等の飛行（当該対象空港管理者

が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限

る。）に対し、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上

空において命令又は飛行妨害措置等を実施する際の基本的事項については、それぞれ国

土交通大臣が警察庁長官と協議して定めることとされているが、この度、これらの規定

に基づき、別添１のとおり協定が締結されたので、事務処理上遺漏のないようにされた

い。

なお、本県においては、現在まで法に基づく対象空港の指定はないが、今後当該指定

がなされた場合、警備第一課長は、対象空港管理者との間で、別添２を参考として必要

な事項について取り決めることとする。

参考として、改正法の施行に伴い、並びに改正法による改正後の法第10条第３項、第

11条第５項において準用する同条第１項及び第２項並びに同条第６項の規定に基づき、

国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する

法律施行規則及び国土交通省関係平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピ

ック競技大会特別措置法施行規則の一部を改正する省令（令和２年７月14日国土交通省

令第64号）が公布・施行されたので添付する。

担当 警備第一課警備第二係
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別添２

対象空港に係る対象施設周辺地域での安全確保措置の実施に関する取決め

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律（平成28

年法律第９号。以下「法」という。）第11条第４項並びに同条第５項において準用する

同条第１項及び第２項に基づく「対象空港に係る対象施設周辺地域での安全確保措置の

実施に関する協定（令和２年９月●日。以下「協定」という。）」第９条に基づき、●●

空港管理者と青森県警察本部警備部警備第一課長とは、次のとおり取り決める。

令和●年●月●日

●●空港管理者 ●● ●●

青森県警察本部警備部警備第一課長 警視 ●●

（目的）

第１条 この取決めは、青森県警察の管轄区域内において、法第７条に基づき対象空港

として指定された●●空港（以下「●●空港」という。）に係る対象施設周辺地域の

上空における小型無人機等の飛行に対し、当該対象空港管理者等及び警察官が●●空

港の安全を確保するためにとる措置を実施するに当たり、●●空港管理者と青森県警

察とが、円滑かつ緊密に連携して任務を遂行するため、連絡窓口等について、必要な

事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 本取決めにおいて使用する用語は、法及び協定において使用する用語の例によ

る。

（連絡担当者の設定）

第３条 ●●空港管理者及び青森県警察は、●●空港に係る対象施設周辺地域の上空に

おける小型無人機等の飛行に適切に対応できるよう、連絡担当者を設定するものとす

る。連絡担当者は、●●空港管理者にあっては●●、青森県警察にあっては●●署長

をもって充てる。



２ 連絡担当者は、必要に応じて連絡担当補助者を指名することができることとし、連

絡担当補助者を指名した場合には、相互に通知するものとする。

３ 協定第４条に基づく相互通報の際の連絡、協定第５条第１号に基づく警察から対象

空港管理者に対する安全確保措置の実施等に係る連絡・依頼及び協定第８条に基づく

職務執行者による安全確保措置の実施結果についての通知は、当該連絡担当者（連絡

担当補助者を指名した場合には、当該補助者）間で行うものとする。

（見直し）

第４条 この取決めに定める事項については、必要に応じ、見直しを行うものとする。

附 則

この取決めは、令和●年●月●日から実施する。




























